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必要に応じて相談

専門医の診察

予防服用フローチャート（配置医療機関の医師が診察等する場合）

曝露が発生した医療機関又は施設

当事者 配置医療機関

処方

予防薬配置医療機関へ電話連絡

診　察

受診

依頼書作成

事故担当医又は施設管理者等に連絡

京都大学医学部附属病院
（中核拠点病院）

窓口　０７５－３６６－７５５０

妊娠の有無等確認

服薬継続の判断

ｴｲｽﾞ治療拠点病院

血液・体液との曝露発生

京 都 府
応急処置

同意書の作成

服用 投薬

京都府 中核拠点病院

専門医受診

依頼書作成 

予防薬の処方等 

に係る協定 

予防薬受払簿 

写しを送付 

（直近の診察日） 

随時メール 

にて報告 
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予防薬の分与

診　察

専門医の診察

応急処置

妊娠の有無の確認

同意書作成

受診

服用

予防薬配置医療機関へ電話連絡

京都府

血液・体液との曝露発生

当事者

予防服用フローチャート（曝露が発生した医療機関の医師が診察等する場合）

曝露が発生した医療機関

配置医療機関 ｴｲｽﾞ治療拠点病院

服薬継続の判断

中核拠点病院

京都大学医学部附属病院
（中核拠点病院）

窓口　０７５－３６６－７５５０

事故担当医に連絡

専門医受診

依頼書作成 

予防薬受払簿 

写しを送付 

処方 

必要に応じて相談 

受領 投薬 

（直近の診察日） 

随時メール 

にて報告 
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血液・体液曝露等発生後のＨＩＶ感染防止体制整備要領

１ 目的

「針刺し後のＨＩＶ感染防止体制の整備について（平成11年８月30日厚生省通知）」

に基づき、エイズ治療拠点病院等に抗ＨＩＶ薬（以下「予防薬」という。）を配置し、

府内の医療機関等において医療行為等に伴う血液・体液曝露等（以下「曝露」とい

う。）が発生した場合に、必要な予防薬の服用が円滑に行われることにより、医療従事

者等のＨＩＶ感染防止を図ることを目的とする。

２ 配置する予防薬

薬剤の種類は、ツルバダ配合錠（エムトリシタビン・テノホビルジソプロキシルフマ

ル酸塩配合錠）及びアイセントレス錠400mg（ラルテグラビルカリウム錠）とする。

３ 予防薬を配置する医療機関（別紙一覧表のとおり）

予防薬を配置する医療機関（以下「予防薬配置医療機関」という。）は、エイズ拠点

病院（中核拠点病院を含む。）、その他京都府が必要と認めた医療機関（以下「予防薬

配置協力病院」という。）とする。

また、京都府は、最新の予防薬配置医療機関の情報を関係機関（医師会、歯科医師会、

保健所等）に周知する。

４ 予防薬の服用等

予防薬の服用は、別途定める「血液・体液曝露等発生後の予防薬服用の実際」を参考

に行うものとする。なお、曝露を受けた者（以下「当事者」という。）が診察から予防

薬の投薬を受けるまでの流れは次のいずれかによるものとする。

（１）原則、当事者は、予防薬配置医療機関で診察、予防薬の処方及び投薬を受ける。

（２）何らかの事情により、当事者が、曝露が発生した医療機関で診察、予防薬の処方及

び投薬を受けることになり、その際に当該医療機関が予防薬を保有していない場合は、

予防薬配置医療機関から分与を受けて対応する。

なお、本要領における分与とは、曝露が発生した医療機関が予防薬を保有していない

場合に、予防薬配置医療機関から予防薬の提供を受ける緊急避難的な対応をいう。

５ 予防薬配置医療機関における体制整備

（１）手順書等の整備

予防薬配置医療機関は、当事者が遅滞なく診察及び予防薬の処方等が受けることがで

きるよう並びに曝露が発生した医療機関に対して予防薬の分与等対応できるよう、手順

書等を整備し院内で情報共有を図ること。

（２）担当者の研修等

予防薬配置医療機関は、担当医をはじめ関係者が最新の知識・対応を習熟し院内の体
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制が円滑に運用できるよう、担当医をはじめ関係者に対する定期的な研修を行うこと。

なお、研修の実施に当たっては、中核拠点病院である京都大学医学部附属病院の協力を

得ることができる。

（３）受付窓口の周知等

予防薬配置医療機関は、院内の受付窓口の連絡先、受診科、担当者等について、京都

府や関係団体等の協力を得て府内の医療機関、歯科診療所及び福祉施設等に周知するも

のとする。なお、これらに変更があった場合は、速やかに京都府に報告すること。

６ 診察等に対する手数料

予防薬配置医療機関において当事者の診察及び予防薬の処方を行った場合、京都府は、

協定に基づき手数料として１件当たり4,090円を予防薬配置医療機関に支払う。ただし、

当該予防薬配置医療機関での曝露による診察等を行った場合はこれに当たらない。

７ 予防薬等の管理

予防薬配置医療機関は、予防薬受払簿（別紙様式）を作成して予防薬の出納管理を行

い、出納の都度、京都府に写しを提出する。

なお、予防薬の配置及び有効期限切れの補充に関する事務は、京都府が行う。

附則

この要領は、平成21年４月１日から施行する。

この要領は、平成24年３月22日から施行する。

この要領は、平成26年３月25日から施行する。

この要領は、平成29年４月１日から施行する。
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※診察に疑義が生じた場合は、京都大学医学部附属病院（中核拠点病院）の電話相談窓口へ連絡してください。

○電話相談窓口

血液内科長（教授）

○予防薬配置病院緊急連絡先

血液内科長（教授）

診療部長

藤田　直久

薬剤科　部長

村岡　淳二

075-311-5311

薬剤部長

津田　正博

075-561-1121

診療部長

神谷　亨

075-593-4111（代）

外来管理部長

三尾　直士

075-641-9161（代）

薬剤部　薬剤部長

西川　靖之

075-955-0111（代）

病院長

中川　雅生

副院長（感染管理担当医師）

近江園　善一田辺中央病院 京田辺市田辺中央6丁目1-6 配置協力 感染対策管理室

法人本部 夜間・休日事務担当者

三上　正、末廣　健児

0774-63-1111（代） 0774-63-1111（代）

京都きづ川病院 城陽市平川西六反２６－１ 配置協力 病院長

事務次長

高澤　豊

0774-54-1111（代）

済生会京都府病院 長岡京市今里南平尾８ 配置協力 薬剤部

感染制御部 救急受付

岡本　教子、井上　葵

075-955-0111（代） 075-955-0111（代）

洛和会音羽病院 山科区音羽珍事町2 配置協力 感染症科

感染症科 救急内科

075-593-4111（代） 075-593-4111（代）

国立病院機構京都医療センター 伏見区深草向畑町１-１ 拠点 呼吸器内科

企画課　専門職

赤井　太地

075-641-9161（代）

京都第一赤十字病院 東山区本町１５－７４９ 拠点 薬剤部

薬剤部 薬剤部当直者

柏原　陽平 075-567-4961（代）

075-561-1121

京都市立病院 中京区壬生東高田町１－２ 拠点 薬剤科

薬剤科　薬剤長 薬剤科　

村田　龍宣 日直又は当直者

075-311-5311 075-311-5311

京都府立医科大学附属病院
上京区河原町通広小路上ル梶井町
４６５

拠点 感染症科

感染症科　075-251-5652 救急外来

救急外来　075-251-5645 075-251-5645

血液内科

髙折　晃史
075-366-7550 075-366-7550

（積貞棟３階病棟） （積貞棟３階病棟）

京都大学医学部附属病院 左京区聖護院川原町５４ 中核拠点 血液内科

血液内科

拠点病院名 所在地 病院の種別 担当部署 責任者の職名・氏名
緊急連絡先

平日時間内 夜間・休日

左京区聖護院川原町５４ 中核拠点 血液内科

血液内科 血液内科

髙折　晃史
（積貞棟３階病棟） （積貞棟３階病棟）

血液・体液曝露等発生後のHIV感染防止に係る予防薬配置病院及び緊急連絡先一覧　（令和元年８月現在）

拠点病院名 所在地 病院の種別 担当部署

京都大学医学部附属病院

責任者の職名・氏名
緊急連絡先

平日時間内 夜間・休日

075-366-7550 075-366-7550
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副院長

新井　正弘

0774-72-0235（代）

肝臓内科部長

光吉　博則

0771-42-2510（代）

副院長（感染管理室長）

中村　紳一郎

0773-22-2101（代）

感染対策室長

小松　博史

0773-62-2680

薬剤科長

守谷　まさ子

0773-42-8601

総合診療科医長

石野　秀岳

0772-46-3371（代）

薬剤部　薬剤部長

小林　肇

0772-62-7781

【参考】予防薬の処方量は原則として１日分です。なお、土曜休日及びその前日は、専門医に受診できる直近の日までの期間分とします。

小林　肇

0772-62-7781

救急室

中尾　修志 当直医

0772-46-3371（代） 0772-46-3371（代）

医療サービス課　医療サービス課長

丹後中央病院 京丹後市峰山町杉谷１５８－１ 配置協力 薬剤部

薬剤部　薬剤部長

京都府立医科大学附属北部医
療センター

与謝郡与謝野町男山４８１ 拠点 総合診療科

綾部ルネス病院 綾部市大島町二反田7-16 配置協力 薬剤部

医事部門

0773-42-8601

国立病院機構舞鶴医療センター 舞鶴市字行永２４１０番地 拠点 感染対策室

医事部門 休日夜間受付

0773-62-2680（内線338） 0773-62-2680

市立福知山市民病院 福知山市厚中町２３１ 配置協力 感染管理室

感染管理室　感染管理者 医事課　医事課長

芦田　尚加 足立　正信

0773-22-2101（代） 0773-22-2101（代）

京都中部総合医療センター 南丹市八木町八木上野２５ 拠点 肝臓内科

感染管理認定看護師 日直又は当直者

上田　多加子 （病院日当直が担当者へ取次ぎ）

0771-42-2510㈹ 0771-42-2510（代）

京都山城総合医療センター 木津川市木津駅前一丁目２７番地 拠点 感染防止対策室

地域医療連携室　松田　辰基 夜間・休日事務担当者

（分与のみの時は、薬剤部　今田　繁夫） （分与のみの時は、夜間・休日担当薬剤師）

0774-72-0235（代） 0774-72-0235（代）

拠点病院名 所在地 病院の種別 担当部署 責任者の職名・氏名
緊急連絡先

平日時間内 夜間・休日
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（別紙様式）

納入 補充 処方等 廃棄

予　　防　　薬　　受　　払　　簿

払（錠数）
受払先受払年月日 適用 処方医師

受（錠数）

医療機関名：　

特記事項
（ロット番号等）

予防薬名：　

残数（錠）
調剤等担
当薬剤師
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血液・体液曝露等発生後の予防薬服用の実際

Ⅰ 曝露を受けた者（以下「当事者」という。）が予防薬配置医療機関で診察を受ける場合

ⅰ 曝露が発生した医療機関等での対応

１ 応急処置

曝露が発生した場合は、直ちに曝露部位を流水と石鹸で十分洗う。

２ 医療事故担当医等への報告と受診

（１）一般の医療機関

曝露が発生した場合、当事者は、直ちに院内の医療事故担当医あるいは担当医（以

下、「曝露担当医」という。）に、発生時刻、曝露の状況、曝露の原因となった患者

の病状等を報告する。曝露担当医は、曝露時の状況等から、感染のリスクを判断し、

当事者に対して服薬の効果や副作用等について説明を行い理解を得る。その際、曝露

担当医は、当事者のプライバシーの保護について十分に留意する。

（２）歯科診療所、社会福祉施設等（曝露担当医がいない場合）

曝露が発生した場合は、当事者は直ちに施設の管理者等に、発生時刻、曝露の状況、

曝露の原因となった患者の病状等を報告する。（ⅰの８に続く。）

３ 妊娠の有無の確認

妊娠又は妊娠可能性の有無を確認し、必要に応じて妊娠反応検査を実施する。

４ 活動性Ｂ型肝炎の有無の確認

Ｂ型肝炎患者がツルバダ配合錠（エムトリシタビン・テノホビルジソプロキシルフ

マル酸塩配合錠）を半年以上服用した後、中止した場合、肝炎が悪化することがある

ので、Ｂ型肝炎患者は服用前に専門医に相談すること。

５ 腎障害の有無の確認

ツルバダ配合錠（エムトリシタビン・テノホビルジソプロキシルフマル酸塩配合

錠）による腎機能障害が出現する可能性がある。腎機能低下や糖尿病が考慮される場

合には、専門医に相談すること。

６ 予防薬服用の自己決定

当事者は､予防薬服用の利益と不利益を考慮して、予防薬服用を希望するか自己の責

任で決定する。

７ 依頼書の作成

当事者が、予防薬服用を希望する場合、曝露担当医は、「予防薬処方依頼書」（様

式２）を作成する。
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８ 予防薬配置医療機関への連絡

（１）一般の医療機関

曝露担当医は、当事者の診察及び予防薬の処方について予防薬配置医療機関の対応

窓口に必ず事前に電話連絡して曝露の状況等を説明し、予防薬配置医療機関からの指

示を受ける。

（２）歯科診療所、社会福祉施設等（曝露担当医がいない場合）

施設の管理者等は、必ず事前に予防薬配置医療機関の対応窓口に電話連絡して曝露

の状況等を説明し、予防薬配置医療機関からの指示を受ける。（ⅰの９に続く。）

９ 医療機関の受診等

当事者は、「予防薬処方依頼書」（様式２）を持参の上、速やかに予防薬配置医療

機関を受診する

ⅱ 予防薬配置医療機関等での対応

１ 診察等の準備

曝露が発生した医療機関等の曝露担当医から連絡を受けた、予防薬配置医療機関の

担当者は、当事者ができるだけ早く予防薬の１回目の服用ができるよう、直ちに当事

者の診察等の準備を行う。

２ 予防薬の処方等

予防薬配置医療機関の担当医は、曝露事故のあった医療機関が提出した「予防薬処

方依頼書」（様式２）を確認のうえ診察し、当事者が「予防薬服用同意書」（様式

１）を記入した後に当事者が拠点病院を受診するまでの間必要かつ最小限の予防薬を

処方する（平日は１日分、土日祝日及びその前日は、平日受診できるまでの期間分を

原則とする）。

３ 予防薬等の管理

予防薬配置医療機関では、予防薬の適正管理のため、その出納等について「予防薬

受払簿」（要領別記様式）を作成し、予防薬を処方又は分与した時は、その都度、京

都府に受払簿の写しを送付する。なお、受払簿は「予防薬服用同意書」（様式１）及

び「予防薬処方依頼書」（様式２）とともに最終の受払記録から５年間保管する。

ⅲ 京都大学医学部附属病院（中核拠点病院）からの助言等

医療機関の曝露担当医等は、当事者の診療、予防薬の処方及び投薬に当たって疑義が

ある場合は、京都大学医学部附属病院に照会等し、専門医からの必要な助言等を得るこ

とができる。

ⅳ 同意書・依頼書がない場合の対応

曝露が発生した医療機関等で「予防薬処方依頼書」（様式２）が作成できなかったな

ど、やむを得ない場合は、当事者自らが作成した「予防薬処方依頼書」を徴収する。
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ⅴ 専門医の受診

当事者は、予防薬の服用を開始した場合は、早めに専門医を受診して服用継続の適否

について相談の上決定し、併せて、ＨＩＶ検査を実施する。

ⅵ 当事者の費用負担

初回受診時の予防薬薬品費を除き、当事者の予防服用に関する費用は自費扱いとなる

が、曝露が発生した医療機関における労働災害として当事者の費用を負担することとな

る。

なお、抗ＨＩＶ薬の予防服用については健康保険の給付対象ではないが、感染の危険

に対して有効であると認められる場合は、労災保険の給付対象となる。

ⅶ その他

（１）原因となった患者のＨＩＶ検査が未実施の場合は、必ず患者の同意を得た上で、

検査を実施する。

（２）予防薬の服用については、「血液・体液曝露事故（針刺し事故）発生時の対応」

（国立国際医療研究センターエイズ治療・研究開発センター http://www.acc.ncgm.go.

jp/medics/infectionControl/pep.html）を参考に行う。

Ⅱ 当事者が曝露を受けた医療機関で診察を受ける場合

ⅰ 曝露が発生した医療機関等での対応

１ 応急処置

曝露が発生した場合は、直ちに曝露部位を流水と石鹸で十分洗う。

２ 医療事故担当医等への報告と受診

曝露が発生した場合、当事者は、直ちに院内の曝露担当医に、発生時刻、曝露の状

況、曝露の原因となった患者の病状等を報告し、曝露担当医を受診する。曝露担当医

は、曝露時の状況等から、感染のリスクを判断し、当事者に対して服薬の効果や副作

用等について説明を行い理解を得る。その際、曝露担当医は、当事者のプライバシー

の保護について十分に留意する。

３ 妊娠の有無の確認

妊娠又は妊娠可能性の有無を確認し、必要に応じて妊娠反応検査を実施する。

４ 活動性Ｂ型肝炎の有無の確認

Ｂ型肝炎患者がツルバダ配合錠（エムトリシタビン・テノホビルジソプロキシルフ

マル酸塩配合錠）を半年以上服用した後、中止した場合、肝炎が悪化することがある

ので、Ｂ型肝炎患者は服用前に専門医に相談すること。

５ 腎障害の有無の確認
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ツルバダ配合錠（エムトリシタビン・テノホビルジソプロキシルフマル酸塩配合

錠）による腎機能障害が出現する可能性がある。腎機能低下や糖尿病が考慮される場

合には、専門医に相談すること。

６ 予防薬服用の自己決定

当事者は､予防薬服用の利益と不利益を考慮して、予防薬服用を希望するか自己の責

任で決定する。

７ 同意書・依頼書の作成及び予防薬の処方

当事者は、予防薬服用を希望する場合は、自ら「予防薬服用同意書」（様式１）を

作成する。曝露担当医は、当事者が提出した「予防薬服用同意書」を確認の上、当事

者が拠点病院を受診するまでの間必要かつ最小限の予防薬を処方する（平日は１日分、

土日祝日及びその前日は、平日受診できるまでの期間分を原則とする。）。併せて、

曝露担当医は、必ず「予防薬分与依頼書」（様式２）を作成する。

８ 予防薬配置医療機関への連絡

予防薬の分与を依頼する場合は、必ず事前に予防薬配置医療機関の担当者に電話連

絡する。

９ 予防薬配置医療機関での予防薬の受領

当事者等は、予防薬配置医療機関に「予防薬分与依頼書」（様式２）を提出し、予

防薬を受領する。当事者は曝露担当医の処方に基づく１回目の服用を直ちに開始する。

ⅱ 予防薬配置医療機関等での対応

１ 予防薬の分与の準備

曝露が発生した医療機関等の曝露担当医から連絡を受けた予防薬配置医療機関の担

当者は、当事者ができるだけ早く１回目の予防薬服用ができるよう、直ちに分与の準

備を行う。

２ 予防薬の分与等

予防薬配置医療機関の担当者は、曝露事故のあった医療機関が提出した「予防薬分

与依頼書」（様式２）を確認の上、当事者が拠点病院の専門医に受診するまでの間必

要かつ最小限の予防薬を分与する（平日は１日分、土日祝日及びその前日は、平日受

診できるまでの期間分を原則とする。）。直ちに予防薬を分与する。

３ 予防薬の管理

予防薬配置医療機関では、予防薬の適正管理のため、その出納等について「予防薬

受払簿」（要領別記様式）を作成し、予防薬を分与した時は、その都度、京都府に受

払簿の写しを送付する。なお、受払簿は「予防薬分与依頼書」（様式２）とともに最

終の受払記録から５年間保管する。また、「予防薬服用同意書」（様式１）は、曝露

が発生した機関で５年間保管する。
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ⅲ 京都大学医学部附属病院（中核拠点病院）からの助言等

医療機関の曝露担当医等は、当事者の診療、予防薬の処方及び投薬に当たって疑義が

ある場合は、京都大学医学部附属病院に照会等し、専門医からの必要な助言等を得るこ

とができる。

ⅳ 専門医の受診

当事者は、予防薬の服用を開始した場合は、早めに専門医を受診して服用継続の適否

について相談の上決定し、併せて、ＨＩＶ検査を実施する。

ⅴ 当事者の費用負担

初回受診時の予防薬薬品費を除き、当事者の予防服用に関する費用は自費扱いとなる

が、曝露が発生した医療機関における労働災害として当事者の費用を負担することとな

る。

なお、抗ＨＩＶ薬の予防服用については健康保険の給付対象ではないが、感染の危険

に対して有効であると認められる場合は、労災保険の給付対象となる。

ⅵ その他

（１）原因となった患者のＨＩＶ検査が未実施の場合は、必ず患者の同意を得た上で、

検査を実施する。

（２）予防薬の服用については、「血液・体液曝露事故（針刺し事故）発生時の対応」

（国立国際医療研究センターエイズ治療・研究開発センターhttp://www.acc.ncgm.go.j

p/medics/infectionControl/pep.html）を参考に行う。
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（様式１） 

                                                            取 扱 注 意 

 

予防薬服用同意書 

 

 私は、ＨＩＶ感染血液等曝露後の予防服用ついて説明を受け、十分に理解し

ました（服用上の注意、副作用、妊婦への安全性等）。 

  私は、自らの意志により以下の予防薬の服用を希望します。 

 

服用希望予防薬 

 

 ツルバダ配合錠（エムトリシタビン・テノホビルジソプロキシルフマル酸塩

配合錠）及びアイセントレス錠 400mg（ラルテグラビルカリウム錠） 

 

  

       病院長 様 

 

     年  月  日 

 

本人署名            
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連絡先 

〒 

（様式２）

取 扱 注 意

予防薬（処方・分与）※依頼書

曝露状況 発生日時：       年 月 日 時 分 

曝露内容：  

曝露源患者のＨＩＶ検査結果： 

陽 性   陰 性 検査中 不明（未実施） 

 上記により、ＨＩＶ感染の恐れがあり、予防薬服用についての説明に同意が

あったので、予防薬の（処方・分与）
※
をお願いします。

※ いずれかを囲んでください。ただし分与は一般医療機関のみ

   抗ＨＩＶ薬配置医療機関

病院長 様 

年 月 日

  

   

施設名 

曝露担当医又は責任者署名

TEL：
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